
都市間観光交流推進補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 旅行業者に対し、岐阜市内を発着地とし富山市を観光する旅行に要した費用を補助

することにより、岐阜市から富山市へ訪れる観光客を誘致し、観光交流を推進する。 

（補助要件） 

第２条 補助対象者は、次の要件のすべてを満たす旅行を取り扱う旅行業者とする。 

(１)岐阜市民を対象とする１５人以上の団体旅行であること。 

(２)富山市内の観光資源を組み入れた旅行であること。 

(３)富山市内のホテル、旅館等に宿泊する旅行であること。 

(４)往復とも貸切バスを利用する旅行であること。 

(５)平成２３年２月２８日まで（ただし風の盆期間を除く）に完了する旅行であること。 

（補助金交付額） 

第３条 補助金の交付額は、貸切バスの台数に10,000円を乗じて得た額と、参加人数

（乗務等は含まない）に1,000円を乗じて得た額の合計額とし、貸切バス運行（ガソ

リン代・高速料金含む）に要する経費の額を限度とする。 

 なお、他の補助等を受ける場合は補助しないものとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする旅行業者は、事業開始予定日の１０日前までに、

補助金交付申請書（様式第1号）を岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会富山部会

長（以下「部会長」）に提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第５条 部会長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは補助金の交付を決定するものとする。 

（実績報告及び補助金の交付請求） 

第６条 補助金の交付決定を受けた旅行業者は、事業が完了したときは、事業完了の期

日から起算して１０日以内に、実績報告書（様式第２号）及び宿泊証明書（様式第３

号）、請求書（様式第４号）を部会長に提出しなければならない。 

（交付金額の確定及び交付） 

第７条 部会長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 部会長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けた

者に対しては、交付決定を取消すことができる。この場合において、既に補助金が交

付されていたときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については部会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月２０日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 



（様式第１号）                     

  年  月  日 

 

（あて先）岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会 

富山部会長  

  (申請者) 

                   所在地               

                   名 称               

                   代表者               印 

                   旅行業登録番号 

                   部署・担当者 

                   Tel          FAX        

 

都市間観光交流推進補助金交付申請書 

 

都市間観光交流推進補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたいので、同要綱

第４条の規定により、交付申請書を提出します。 

 

記 

 

※添付書類   旅行行程表（日時、観光施設、宿泊施設等が確認できるもの） 

 

 ○貸切バス代金に関する収支計画（収支同額とすること） 

収入 都市間観光交流推進補助金 

参加者からの旅行代金 

その他（          ） 

          円 

          円 

          円 

支出 

 

貸切バス料金 

ガソリン代・高速料金 

その他（          ） 

          円 

          円 

          円 

補助金申請額                           円 

内   訳 
貸切バス    台  ×  10,000円 ＝    ０，０００円 

参加者     人  ×   1,000円 ＝     ，０００円 

旅行名称  

実施予定日  年  月  日 ～    年  月  日（    回実施） 

旅行行程  

宿泊施設  



（様式第２号） 

 年  月  日 

（あて先）岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会 

富山部会長 

  (申請者) 

                   所在地               

                   名 称               

                   代表者               印 

                   旅行業登録番号 

                   部署・担当者 

                   Tel          FAX        

 

都市間観光交流推進補助金実績報告書 

 

 年  月  日付けで交付決定がありました都市間観光交流推進補助金につい

て、次のとおり旅行を実施しましたので、都市間観光交流推進補助金交付要綱第６条

の規定により、報告します。 

 

記 

 

※添付書類 ①旅行実施行程表（日時、観光施設、宿泊施設等が確認できるもの） 

    ②参加募集案内（チラシ等）③宿泊証明書（様式第３号）④請求書（様式第 4号） 

 

○貸切バス代金に関する収支実績（収支同額とすること） 

収入 都市間観光交流推進補助金 

参加者からの旅行代金 

その他（          ） 

          円 

          円 

          円 

支出 

 

貸切バス料金 

ガソリン代・高速料金 

その他（          ） 

          円 

          円 

          円 

補助金申請額                           円 

内   訳 
貸切バス    台  ×  10,000円 ＝    ０，０００円 

参加者     人  ×   1,000円 ＝     ，０００円 

旅行名称  

実施予定日  年  月  日 ～     年  月  日（    回実施） 

旅行行程  

宿泊施設  



（様式第３号） 

宿宿宿宿    泊泊泊泊    証証証証    明明明明    書書書書    

 

年  月  日 

 

 

宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設    

 

所在地 

名 称 

経営する者の氏名（名称及び代表者名）             ㊞ 

 

 

下記のとおり宿泊があったことを証明します。 

 

旅行の名称 

 

 

 

旅行業者名 

 

宿泊期間    年 月 日（ ）～  年 月 日（ ） 

宿泊者数 

  

  

         人（旅行参加者） 

  ※※※※宿泊者数宿泊者数宿泊者数宿泊者数はははは、、、、旅行旅行旅行旅行参加者参加者参加者参加者のみとしのみとしのみとしのみとし、、、、乗務員乗務員乗務員乗務員・・・・添乗員等添乗員等添乗員等添乗員等はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４号）                        

  年  月  日 

 

  

（あて先）岐阜市・富山市観光物産交流推進協議会 

富山部会長  

 

  (申請者) 

                   所在地               

                   名 称               

                   代表者               印 

                   部署・担当者 

                   Tel          FAX        

 

 

 

都市間観光交流推進補助金請求書 

 

 

  年  月  日付けで交付決定がありました都市間観光交流推進補助金につい

て下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

補助金請求額    金                 円 

 

 

 

 金融機関名 

         銀行･信用金庫            本 

         信用組合･農協          支店      

預金種目 当 座 ・ 普 通 ・ （    ） 

口座番号 

        

フリガナ 
 

口座名義 

 


